
１．件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の共通施設と

しての放射性廃棄物の廃棄施設に係る新規制基準への適合性確認に関す

る事業者ヒアリング（１７８） 

２．日 時：令和２年８月２４日（月）１７時１０分～１７時２５分 

３．場 所： 

（１）原子力規制庁１０階南会議室 

（２）日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

     ※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施  

４．出席者：  

 （１）原子力規制庁 

 原子力規制部 

 新基準適合性審査チーム 

    加藤安全審査官、島村安全審査官、荒川安全審査官、上野管理官補佐 

 （２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

バックエンド技術部 課長 他５名 

 

５．議事要旨 

（１）原子力規制庁から、第３６７回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合

（令和２年８月２４日）において、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「原子力機構」という。）原子力科学研究所の放射性廃棄物の廃棄施設に係る保

安規定の変更認可申請に関する指摘事項について、以下のとおり補足説明を行った。 

  ○排水貯留ポンドの漏えい警報装置の運用に係る追加について、警報装置が作動し

た場合の措置として、漏えいした廃液が濃度限度以下であることを確認できれば、

汚染拡大防止まで保安規定に規定することは必要ないと考えていること。 

  ○保管廃棄施設・Ｌにおける線量制限の追加について、鋼製蓋等を外して保管廃棄

の作業を行う場合の保安規定の内容及び下部規定の内容を説明する必要がある

こと。 

  ○通信連絡設備に係る機器の維持点検の追加について、事象発生施設で使用する携

帯電話についても通信連絡設備として、別表１３ 通信連絡設備に係る機器に位

置付けるべきであること。 

 

（２）原子力機構から、上記（１）の指摘事項について了解し、今後のヒアリングで説

明する旨の回答があった。 

 

６．配付資料 

  なし 


